
令和2年8月1日発行 （2）議 会 だ よ り

　議場における感染症対策として、出席人数を

削減し、囲いや遮蔽板を設置しました。

※議会の感染症対策の詳細は、７ページをご覧ください。

←演壇の前面の囲い

 議席の間の遮蔽板↓

○改正の趣旨

　放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準の一部改正に鑑み、川越市放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正しようとするものです。

○工事名　　旧川越織物市場東棟・西棟ほか整備工事

○工事場所　川越市松江町２丁目１１番地１０ほか

○工事内容　

　⑴建築工事一式

　　ア　延べ床面積

　　　　旧川越織物市場東棟　３９４．１３㎡

　　　　旧川越織物市場西棟　３８９．９９㎡

　　　　附帯施設　　　　　　　５３．１６㎡

　　イ　構造　　　　木造２階建ほか

　⑵電気設備工事一式

　⑶機械設備工事一式

○改正の内容

　放課後児童支援員の資格要件について、指定都市

または中核市の長が行う研修を修了した者を加えよう

とするものです。

○施行期日　　公布の日としようとするものです。

　⑷外構工事一式

○契約の方法　　一般競争入札

○契約の金額　　６０１，１２８，０００円

○契約の相手方　

　さいたま市浦和区東高砂町５番地８　浦和Ａビル

　　松井建設株式会社関東営業所

○工期　　本契約締結の日から令和４年６月３０日まで

○施設の概要

　⑴旧川越織物市場　 アトリエ、企画展示室、入居者

交流室、事務室等

　⑵附帯施設　　　　水廻り棟および倉庫
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２１件の市長提出議案を審議しました。

各議案への質疑については、４～７ページ

をご覧ください。

採決の結果は３ページの議決結果一覧表を

ご覧ください。

○改正の趣旨

　新型コロナウイルス感染症対策および台風等の自然災害に

対応するための事業に活用するため、川越市議会政務活動費

交付条例の一部を改正しようとするものです。

○改正の内容

　令和２年１０月から令和３年３月までの間における議員１人

当たりの政務活動費の月額を、７万円から４万円にしようとす

るものです。

○施行期日　　令和２年１０月１日としようとするものです。

○改正の趣旨

　国内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止の観点から、傷病手当金を支給するため、川越市

国民健康保険条例の一部を改正しようとするものです。

○改正の内容

　国民健康保険の被保険者である被用者のうち、新型

コロナウイルス感染症に感染した者等に対する傷病手

当金について規定するとともに、その他所要の規定の

整備をしようとするものです。

○施行期日

　公布の日としようとするものです。

表紙の写真について

放課後児童健全育成事業の設備等の基準条例の一部改正

旧川越織物市場東棟・西棟ほか整備工事請負契約


